
近
年
、
経
済
法
制
改
革
で
は
、
あ
る
国
際
基
準

を
世
界
的
に
標
準
化
す
る
傾
向
が
あ
る
。
マ
ネ
ー

・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
（
資
金
洗
浄
と
も
訳
す
。
以
下

Ｍ
Ｌ
）
対
策
も
例
外
で
は
な
い
が
、
取
引
手
段
の

多
様
化
と
資
金
移
動
の
広
域
化
に
対
し
、
金
融
監

督
・
警
察
・
司
法
に
ま
た
が
る
有
効
か
つ
効
率
的

な
反
Ｍ
Ｌ
（
Ａ
Ｍ
Ｌ
）
行
政
を
整
備
す
る
こ
と
は
、

途
上
国
に
と
っ
て
容
易
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、

Ｍ
Ｌ
規
制
枠
組
み
の
特
性
と
途
上
国
へ
の
影
響
、

現
状
で
の
課
題
を
考
察
す
る
。

●
Ｍ
Ｌ
規
制
の
必
要
性
と
そ
の
性
質

一
九
八
○
〜
一
九
九
○
年
代
の
金
融
自
由
化
と

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
従
来
の
脱
税
目
的
に
加

え
、
非
合
法
活
動
か
ら
の
利
益
隠
蔽
・
合
法
化
目

的
の
資
金
移
動
と
そ
の
頻
度
が
飛
躍
的
に
増
加
し

た
結
果
、
Ｍ
Ｌ
対
策
も
広
義
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
分

野
と
認
識
さ
れ
た
。
途
上
国
に
も
国
際
的
な
規
制

枠
組
み
へ
の
参
加
が
要
請
さ
れ
た
理
由
に
は
、
非

合
法
活
動
が
途
上
国
を
端
緒
と
し
、
そ
の
利
益
が

多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
経
由
し
て
洗
浄
・
環
流

さ
れ
る
事
例
が
あ
る
。
ま
た
、
米
国
同
時
多
発
テ

ロ
事
件
を
契
機
に
、
資
金
隠
蔽
や
そ
の
合
法
化
防

止
よ
り
も
、
犯
罪
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る

資
金
移
動
自
体
の
阻
止
を
主
眼
と
す
る
傾
向
が
強

ま
っ
た
。

し
か
し
、
個
別
取
引
の
全
貌
の
完
全
な
把
握
、

あ
る
い
は
「
全
世
界
／
国
で
洗
浄
さ
れ
る
年
額
」

の
推
測
も
非
常
に
困
難
な
Ｍ
Ｌ
の
阻
止
は
、
先
進

国
の
監
督
当
局
（
Ｆ
Ｉ
Ｕ
）
に
さ
え
、
容
易
で
は

な
い
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
全
世
界
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
二
〜
五
％
相

当
と
試
算
。
参
考
文
献
③
）。
ま
た
、
Ｍ
Ｌ
対
策

に
は
「
絶
対
」
と
「
終
わ
り
」
は
な
い
。
新
た
な

規
制
は
取
引
の
巧
妙
化
を
誘
発
す
る
た
め
、
Ｆ
Ｉ

Ｕ
は
取
引
類
型
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・
共
有
し
、

最
も
効
率
的
に
Ｍ
Ｌ
を
検
出
（
非
該
当
取
引
を
低

コ
ス
ト
で
除
外
）
で
き
る
対
抗
策
を
講
じ
続
け
ね

ば
な
ら
な
い
。
非
合
法
活
動
の
国
際
問
題
化
が
深

刻
さ
を
増
す
に
つ
れ
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
間
で
国

際
的
な
規
制
枠
組
み
と
基
準
形
成
の
必
要
性
が
議

論
さ
れ
た
。

●
Ａ
Ｍ
Ｌ
法
制
構
造
と
実
務
規
定
推
進

主
体

Ａ
Ｍ
Ｌ
法
規
は
、
①
国
際
法
に
よ
る
Ｍ
Ｌ
犯
罪

化
（
国
連
条
約
）、
②
国
際
基
準
（
実
務
規
定
モ

デ
ル
）
設
定
、
③
犯
罪
人
引
渡
等
の
国
家
間
協
力

（
二
国
／
多
国
間
条
約
）
と
、
取
締
り
段
階
別
に

異
な
る
手
段
を
用
い
て
い
る
。
①
は
一
九
八
○
年

代
、
麻
薬
関
連
活
動
（
生
産
・
流
通
・
消
費
）
が

国
際
問
題
化
し
た
の
を
契
機
に
、
国
連
経
済
社
会

理
事
会
で
始
め
ら
れ
た
。
Ａ
Ｍ
Ｌ
が
麻
薬
撲
滅
対

策
の
一
環
と
さ
れ
た
理
由
は
、
製
造
・
売
買
収
益

を
隠
蔽
す
る
だ
け
で
な
く
、
洗
浄
済
み
資
金
が
麻

薬
産
業
の
さ
ら
な
る
拡
大
や
他
の
犯
罪
に
流

（
転
）
用
さ
れ
る
リ
ス
ク
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
に

あ
る
。
同
理
事
会
は
、
一
九
八
八
年
に
薬
物
犯
罪

関
連
Ｍ
Ｌ
の
犯
罪
化
と
取
締
り
を
批
准
国
に
義
務

付
け
る
「
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
の
不
正
取
引
の
防

止
に
関
す
る
国
連
条
約
」（
ウ
ィ
ー
ン
条
約
）、
一

九
九
九
年
と
二
○
○
○
年
に
は
「
テ
ロ
活
動
に
対

す
る
資
金
供
与
の
防
止
に
関
す
る
国
連
条
約
」
及

び
「
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
連

条
約
」
を
採
択
し
、
Ｍ
Ｌ
を
犯
罪
化
す
る
非
合
法

活
動
の
定
義
を
拡
大
し
た
。

一
方
、
②
の
国
際
基
準
は
、「
資
金
洗
浄
に
関

す
る
金
融
活
動
作
業
部
会
」（
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
）
が
公

表
・
改
正
す
る
四
○
項
目
の
勧
告
（
四
○
勧
告
）

で
あ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
ア
ル
シ
ュ
・
サ
ミ
ッ
ト
経

済
宣
言
（
一
九
八
九
年
）
を
機
に
非
常
設
政
府
間

組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
、
存
続
に
は
活
動
目
的
の

総
会
合
意
を
必
要
と
す
る
（
現
存
続
期
限
は
二
○

マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
と
開
発
途
上
国

特集／グローバルなルール形成と開発途上国

柏
原
千
英
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一
二
年
一
二
月
。
金
融
シ
ス
テ
ム
高
度
化
に
合
致

す
る
国
際
基
準
の
継
続
的
設
定
、
非
公
式
・
非
従

来
型
Ｍ
Ｌ
に
よ
る
テ
ロ
支
援
の
撲
滅
等
が
目
的
）。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
主
導
で
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
設
立
さ
れ

た
理
由
は
、
以
下
の
三
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
一
九

八
○
年
代
に
は
既
に
当
該
諸
国
が
オ
フ
シ
ョ
ア
市

場
で
の
Ｍ
Ｌ
を
問
題
視
し
て
い
た
経
緯
。
第
二
に
、

Ａ
Ｍ
Ｌ
は
金
融
監
督
以
外
の
行
政
機
関
の
関
与
も

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
。
Ｍ
Ｌ
の
防
止
・
取
締
り
・

違
反
者
の
刑
事
処
罰
に
は
警
察
機
構
や
司
法
制
度

も
行
政
当
事
者
と
な
る
た
め
、
複
数
の
行
政
分
野

の
調
整
は
、
専
門
化
し
た
政
府
間
組
織
や
国
際
実

務
家
団
体
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
、
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
、
Ｉ
Ａ
Ｉ
Ｓ
、

国
際
会
計
士
連
盟
な
ど
）
に
は
適
さ
な
い
。
第
三

に
、
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
Ｍ
Ｌ
に
対
抗
す
る
モ

デ
ル
規
制
の
形
成
と
迅
速
な
改
正
は
、
多
国
間
条

約
で
は
対
処
で
き
な
い
。
Ｇ
７
で
の
議
論
か
ら
発

足
し
た
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
、
上
記
の
現
実
を
反
映
し
た

産
物
で
あ
る
。

一
九
九
○
年
に
公
表
さ
れ
た
第
一
版
四
○
勧
告

は
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
鑑
み
、
麻
薬
取
引
関
連
の

Ｍ
Ｌ
に
対
抗
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
上
の
防
止
措
置

を
列
挙
し
た
。
一
九
九
六
年
の
第
二
版
で
は
、
Ｍ

Ｌ
を
犯
罪
化
す
る
前
提
犯
罪
が
人
身
売
買
等
も
含

む
国
際
的
組
織
犯
罪
（
重
大
犯
罪
）
に
拡
大
さ
れ
、

監
視
が
強
化
さ
れ
た
。

二
○
○
一
年
に
発
生
し
た
米
国
同
時
多
発
テ
ロ

事
件
は
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
取
組
み
を
変
質
さ
せ
た
。
Ｆ
Ａ

Ｔ
Ｆ
の
活
動
目
的
に
テ
ロ
資
金
対
策
が
追
加
さ
れ

た
だ
け
で
な
く
、
同
年
中
に
テ
ロ
資
金
供
与
を
探

知
・
防
止
す
る
枠
組
み
を
明
示
し
た
特
別
勧
告
が
、

二
○
○
三
年
に
は
、
テ
ロ
資
金
供
与
も
Ｍ
Ｌ
前
提

犯
罪
と
し
、
金
融
機
関
の
十
全
義
務
、
Ｆ
Ｉ
Ｕ
や

司
法
権
限
、
法
執
行
の
強
化
を
強
調
し
た
第
三
版

四
○
勧
告
が
公
表
さ
れ
た
（
参
考
文
献
②
）。
第

三
版
で
の
最
大
の
改
正
は
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
取
組
み
の
総

称
を
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
（A

M
L and com

bating 

financing terrorism

）
に
変
更
し
、
テ
ロ
資
金
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
移
動
を
厳
重
監
視
す
る
姿
勢
を
明

記
し
た
点
に
あ
る
。
二
○
○
四
年
の
特
別
勧
告
改

正
で
は
、
現
金
運
搬
の
取
締
り
強
化
が
追
加
さ
れ

た
（
以
下
、
両
勧
告
を
四
○
＋
九
勧
告
と
す
る
）。

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
活
動
目
的
は
「
Ｍ
Ｌ
検
出
と
合
法

的
取
引
制
度
へ
の
是
正
」
か
ら
「
テ
ロ
支
援
Ｍ
Ｌ

自
体
の
撲
滅
」
へ
と
重
点
を
移
し
た
が
、
こ
の
よ

う
な
資
金
移
動
は
以
下
の
特
徴
を
持
つ
（
参
考
文

献
④
）。
第
一
に
、
合
法
的
活
動
か
ら
の
収
益
が

テ
ロ
資
金
と
な
る
場
合
、
従
来
型
Ｍ
Ｌ
と
は
逆
に

非
合
法
化
さ
れ
る
（m

oney dirtying

）。
第
二
に
、

「
テ
ロ
支
援
Ｍ
Ｌ
自
体
の
撲
滅
」
の
倫
理
的
正
当

性
と
社
会
的
便
益
は
大
き
い
が
、
検
出
費
用
の
各

取
引
額
対
比
も
大
き
い
。
第
三
に
、
他
の
Ｍ
Ｌ
が

「
利
益
（
＝
経
済
）
目
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
、

テ
ロ
支
援
Ｍ
Ｌ
は
「
政
治
的
（
＝
非
経
済
）
目

的
」
に
あ
り
、
追
跡
・
検
挙
が
よ
り
困
難
で
あ
る
。

加
盟
国
は
第
三
点
に
関
し
、
新
手
段
に
よ
る
テ
ロ

支
援
Ｍ
Ｌ
（
現
金
運
搬
、
非
正
規
送
金
シ
ス
テ
ム
、

非
営
利
組
織
の
悪
用
等
）
を
監
視
の
焦
点
と
す
る

こ
と
に
合
意
し
て
い
る
。
今
後
は
非
金
融
機
関
も

規
制
対
象
と
な
る
た
め
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
活
動
へ
の
関
与

を
要
求
さ
れ
る
国
内
組
織
も
増
加
す
る
だ
ろ
う
。

●
Ａ
Ｍ
Ｌ
枠
組
み
の
特
徴｜

履
行
メ
カ

ニ
ズ
ム

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
枠
組
み
は
、
企
業
統
治
改
革

と
同
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
持
つ
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
と

協
力
協
定
を
締
結
し
た
七
つ
の
地
域
タ
ス
ク
フ
ォ

ー
ス
（
Ｔ
Ｆ
）、
Ｆ
Ｉ
Ｕ
等
金
融
監
督
間
組
織
、

国
際
援
助
機
関
、
国
連
機
関
を
含
む
一
六
オ
ブ
ザ

ー
バ
ー
が
総
会
に
参
加
し
合
う
体
制
で
あ
る
（
図

１
参
照
）。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
企
業
統
治
原
則
と
同
様
、

四
○
＋
九
勧
告
も
「
各
国
の
固
有
事
情
及
び
憲
法

の
枠
組
み
に
従
い
、
細
部
を
実
施
す
る
最
低
限
の

行
動
基
準
」
で
あ
り
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
加
盟
資
格
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
律
に
適
用
す
べ
き
基
準
と

さ
れ
る
。
従
っ
て
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
、
金
融
法
制
の
多

様
性
と
世
界
的
に
同
一
の
対
策
を
講
じ
る
困
難
を

認
め
つ
つ
も
、
Ｔ
Ｆ
を
通
じ
て
各
国
Ｍ
Ｌ
規
制
の

平
準
化
を
図
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

他
方
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
履
行
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て

「
対
抗
措
置
」（
参
考
文
献
②
、
第
二
一
項
参
照
）

を
持
つ
点
で
、
企
業
統
治
改
革
と
大
き
く
異
な
る
。

第
一
の
手
段
は
、
加
盟
国
間
の
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー

で
あ
る
。
年
一
回
の
自
己
評
価
実
施
に
加
え
、
他

の
加
盟
国
や
国
際
機
関
代
表
、
専
門
家
で
構
成
さ

れ
る
グ
ル
ー
プ
の
相
互
評
価
（
年
二
〜
四
カ
国
）

を
受
け
る
。
後
者
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
の
「
金
融
部

門
改
革
評
価
」
を
補
完
す
る
た
め
、
両
機
関
の

「
金
融
部
門
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
へ
の
加
盟
国
の

関
与
は
必
須
で
あ
る
。
評
価
に
基
づ
く
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

の
改
善
要
請
に
対
処
し
な
い
加
盟
国
に
は
、
総
会

討
議
の
後
、
一
時
的
な
加
盟
資
格
喪
失
が
決
定
さ

加盟国（31カ国、EU、湾岸協力会議） 

地域ＴＦ（7） 

開発援助機関（6） 

OECD／世銀／他8カ国 

国連機関（2） 

その他国際機関（13） 

中国 

ＦＡＴＦ 

本部パリ（OECD内） 

出資 

（加盟申請中） 

オブザーバー（２９） 

図１ ＡＭＬ／ＣＦＴ枠組み

（出所）FATF ウェブサイト（http://www.fatf-gafi.org/）より筆者作成（7月 10 日現在）。
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特集／グローバルなルール形成と開発途上国

れ
る
場
合
も
あ
る
。

非
加
盟
国
に
は
、
第
二
の
手
段
と
し
て
二
○
○

○
年
以
降
、
非
協
力
国
・
地
域
（
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
）
認

定
と
リ
ス
ト
の
公
表
を
適
用
し
て
い
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
は
当
該
国
に
改
善
点
と
実
行
期
限
を
勧
告
し
、

最
低
で
も
年
一
回
の
進
捗
評
価
を
課
す
。
一
方
、

加
盟
国
は
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
（
Ｓ
Ｔ
Ｒ
）
義

務
の
も
と
、
口
座
開
設
時
の
本
人
・
実
体
確
認
、

送
金
授
受
や
金
融
商
品
売
買
契
約
、
コ
ル
レ
ス
勘

定
開
設
・
維
持
等
へ
の
審
査
を
強
化
し
、
対
抗
措

置
が
発
動
さ
れ
る
と
、
当
該
国
関
係
の
全
金
融
取

引
を
Ｆ
Ｉ
Ｕ
の
厳
し
い
監
視
下
に
置
く
（
表
１
参

照
）。
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認
定
の
み
で
も
、
合
法
取
引
に

伴
う
海
外
金
融
機
関
と
の
資
金
授
受
や
リ
ス
ク
管

理
の
障
害
と
な
り
、
金
融
機
関
の
顧
客
サ
ー
ビ
ス

展
開
に
も
不
利
益
を
も
た
ら
す
場
合
が
あ
る
。

●
途
上
国
の
国
内
適
用
事
例｜
フ
ィ
リ

ピ
ン

第
一
次
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
リ
ス
ト
が
公
表
さ
れ
た
二
○

○
○
年
六
月
当
時
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
Ａ
Ｍ
Ｌ
法
は
議

会
の
審
議
過
程
に
あ
っ
た
。
法
案
内
容
を
も
と
に

指
摘
さ
れ
た
認
定
事
由
は
、
①
Ｍ
Ｌ
を
違
法
化
す

る
前
提
犯
罪
規
定
が
不
十
分
（
人
身
売
買
、
誘
拐
、

麻
薬
取
引
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
等
を
欠
く
）、
②
銀

行
守
秘
義
務
規
定
が
中
央
銀
行
の
検
査
権
限
を
制

限
し
て
い
る
、
③
高
い
Ｓ
Ｔ
Ｒ
下
限
額
（
四
○
○

万
ペ
ソ
、
当
時
約
一
○
○
○
万
円
）
等
、
法
律
制

定
の
遅
延
と
規
定
の
不
備
に
起
因
し
た
。
大
統
領

や
中
銀
総
裁
の
再
三
に
わ
た
る
報
道
を
通
じ
た
審

議
通
過
要
請
に
も
議
会
の
反
応
は
鈍
く
、
Ｆ
Ａ
Ｔ

Ｆ
の
対
抗
措
置
発
動
予
告
を
受
け
て
、
勧
告
期
限

当
日
の
深
夜
に
成
立
す
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た

（
法
制
定
二
○
○
一
年
、
同
改
正
法
二
○
○
三

年
）。
法
改
正
後
も
、
Ｆ
Ｉ
Ｕ
で
あ
る
Ａ
Ｍ
Ｌ
理

事
会
（
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｃ
）
の
検
査
権
限
へ
の
制
約
、
専

門
裁
判
所
設
置
と
裁
判
官
任
命
の
遅
延
や
、
凍
結

資
産
額
・
立
件
実
績
等
を
理
由
に
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認

定
は
解
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
政
府
は
世
銀
・
Ａ
Ｄ

Ｂ
の
支
援
を
受
け
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｃ
の
増
員
や
司
法
制

度
改
革
を
進
め
た
が
、
最
終
的
な
認
定
解
除
に
は

約
五
年
（
二
○
○
五
年
二
月
ま
で
）、
Ｆ
Ｉ
Ｕ
間

組
織
で
あ
る
エ
グ
モ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
へ
の
加
盟

に
は
、
さ
ら
に
三
カ
月
を
要
し
た
。

対
抗
措
置
リ
ス
ク
に
直
面
し
つ
つ
政
府
が
Ａ
Ｍ

Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
枠
組
み
に
関
与
し
て
き
た
背
景
に
は
、

以
下
の
内
外
事
情
が
あ
る
。
国
内
事
由
の
第
一
は
、

対
抗
措
置
の
経
済
的
影
響
で
あ
る
。
海
外
出
稼
ぎ

労
働
者
（
Ｏ
Ｆ
Ｗ
）
の
送
金
は
外
貨
準
備
や
在
国

民
消
費
原
資
の
中
核
で
あ
り
、
措
置
発
動
の
デ
メ

リ
ッ
ト
は
、
治
安
維
持
等
の
政
治
・
社
会
的
側
面

か
ら
も
容
認
し
得
な
い
。
第
二
に
、
国
内
イ
ス
ラ

ム
系
反
体
制
派
と
活
動
資
源
と
な
る
麻
薬
・
誘
拐

の
撲
滅
が
、
貧
困
削
減
や
経
済
発
展
上
も
急
務
で

あ
る
こ
と
。
テ
ロ
対
策
・
Ｏ
Ｆ
Ｗ
受
入
・
援
助
で

米
国
に
大
き
く
依
存
す
る
た
め
、
自
国
の
Ａ
Ｍ
Ｌ

取
組
み
を
常
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

第
三
に
、
金
融
取
引
の
実
態
把
握
と
Ｍ
Ｌ
資
産
の

凍
結
・
没
収
に
よ
る
歳
入
増
へ
の
期
待
が
あ
る
。

外
部
援
助
を
テ
コ
に
規
制
の
実
効
性
を
強
化
で
き

れ
ば
、
腐
敗
・
汚
職
（
重
大
犯
罪
以
外
で
Ｍ
Ｌ
に

繋
が
り
や
す
い
）
や
納
税
忌
避
に
よ
る
利
益
の
海

外
流
出
防
止
へ
の
効
果
は
高
い
。
一
方
、
対
外
事

由
に
は
、
国
際
基
準
の
遵
守
を
要
求
す
る
外
圧
を

国
内
利
害
関
係
者
や
反
改
革
派
を
抑
制
す
る
手
段

と
し
て
利
用
し
、
海
外
投
資
家
の
信
認
や
諸
制
度

の
透
明
性
に
関
し
て
国
際
的
評
価
の
低
い
現
状
を

改
善
す
る
喫
緊
性
が
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認
定
解

除
に
要
し
た
期
間
が
逆
効
果
と
な
っ
た
が
、
ア
ジ

ア
通
貨
危
機
後
の
再
活
性
化
に
苦
慮
す
る
国
内
金

融
市
場
に
と
っ
て
、
海
外
投
資
家
の
動
向
は
最
重

要
視
す
べ
き
事
項
で
あ
る
。

反
面
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
枠
組
み
に
関
与
し
て
い
く
費
用

も
小
さ
く
な
い
。
第
一
に
、
有
効
な
Ｍ
Ｌ
規
制
の

成
立
に
は
、
外
部
要
求
へ
の
対
処
に
責
任
を
持
つ

行
政
府
と
、
実
業
界
と
の
繋
が
り
が
強
い
議
員
で

構
成
さ
れ
る
議
会
と
の
改
革
へ
の
温
度
差
を
埋
め

る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
や
国
際
機

関
の
勧
告
を
外
圧
と
し
て
利
用
し
て
も
容
易
に
は

実
現
し
て
い
な
い
。
対
抗
措
置
の
発
動
予
告
は
ソ

ブ
リ
ン
格
付
け
の
低
下
を
招
き
、
政
府
や
企
業
の

海
外
市
場
で
の
資
金
調
達
費
用
を
引
き
上
げ
る
結

果
と
な
っ
た
。
第
二
に
、
制
度
イ
ン
フ
ラ
へ
の
継

続
的
支
出
も
ネ
ッ
ク
で
あ
る
。
厳
し
い
財
政
制
約

の
下
で
は
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｃ
へ
の
予
算
配
分
も
一
○
○

○
万
ペ
ソ
（
約
二
○
○
○
万
円
）
と
少
額
に
留
め
、

現
時
点
で
は
中
銀
や
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
持
つ
内
部
留
保
の

法
的
権
限
も
賦
与
で
き
な
い
。
ま
た
、
継
続
的
課

題
で
あ
る
人
材
確
保
・
育
成
と
関
連
知
識
の
蓄
積

に
つ
い
て
は
、
先
進
国
や
国
際
機
関
等
、
外
部
支

援
の
獲
得
如
何
に
依
存
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ

る
。ま

た
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認
定
国
で
あ
り
続
け
る
こ
と

公表日
（国・地域数） 追加国・地域 削除国・地域

（※備考）
2000 年 6月⒂ バハマ、ケイマン諸島、クック諸島、ドミニカ、イスラエル、レバノン、リ

ヒテンシュタイン、マーシャル諸島、ナウル（2001 年 12 月～ 2004 年 10
月）、ニウエ、パナマ、フィリピン、ロシア連邦、セントクリストファー・ネ
イビス、セントビンセント＆グレナディーン諸島

※下線付きの３カ国はオフショア銀行監督者グループ（OGBS）加盟国。
※網掛けの３カ国は対抗措置の発動を受けた。（　）内はその期間。
※ NCCT 認定解除後に FATF 加盟国になったのは、現在まででロシア連邦の
み。

2001 年 6月⒄ エジプト、グアテマラ、ハンガリー、インドネシア、ミャンマー（2003 年 11
月～ 2004 年 10 月）、ナイジェリア

バハマ、ケイマン諸島、リヒテンシュタイン、パナマ

2001 年 9月⒆ グレナダ、ウクライナ（2002 年 12 月～ 2003 年 2月） ※ 2002 年 6月～ 2005 年 2月の間に、フィリピン含む 15カ国を削除。
2005 年 10 月⑵ ナウル
2006 年 6月～⑴ 【現在の認定国】ミャンマー（アジア太平洋地域 TFオブザーバー） ナイジェリア（地域 TFへの参加なし）

表１　NCCT認定国の変遷（抜粋）

（出所）FATF、金融庁特定金融情報室（http://www.fsa.go.jp/fiu/fiu.html）、OGBS（http://www.ogbs.net/）ウェブサイトより筆者作成（7月 10 日現在）。
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に
起
因
す
る
費
用
も
発
生
す
る
。
二
○
○
二
〜
二

○
○
三
年
、
同
国
貸
出
資
産
規
模
第
一
位
の
メ
ト

ロ
銀
行
は
、
在
日
Ｏ
Ｆ
Ｗ
向
け
送
金
サ
ー
ビ
ス
の

拡
大
を
目
的
に
郵
便
貯
金
と
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
携

を
申
し
入
れ
た
が
、
Ｎ
Ｃ
Ｃ
Ｔ
認
定
を
理
由
と
し

て
契
約
に
失
敗
し
た
。
さ
ら
に
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
Ｃ
が
近

隣
諸
国
や
国
際
テ
ロ
組
織
の
Ｍ
Ｌ
動
向
に
関
す
る

情
報
を
得
る
際
に
も
困
難
が
伴
う
。
エ
グ
モ
ン
ト

・
グ
ル
ー
プ
は
Ｍ
Ｌ
犯
罪
情
報
の
集
約
も
所
管
し

て
い
る
が
、
非
加
盟
Ｆ
Ｉ
Ｕ
に
対
し
て
は
情
報
提

供
要
請
と
そ
の
取
得
の
み
を
行
い
、
対
象
取
引
の

概
要
、
情
報
聴
取
事
由
や
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
提

供
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
途
上
国
側
の
便
益
と
費
用
は

表
裏
一
体
で
あ
る
。
政
府
及
び
関
係
監
督
機
関
は

今
後
も
、
財
政
・
政
治
・
経
済
の
各
側
面
を
勘
案

し
な
が
ら
、
枠
組
み
へ
の
参
加
を
継
続
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

●
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
型
法
制
改
革
に
お
け
る
課

題企
業
統
治
改
革
と
同
様
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
と
Ｔ
Ｆ
間
、

す
な
わ
ち
先
進
国
＝
途
上
国
間
で
の
政
策
実
現
ス

ピ
ー
ド
や
国
際
基
準
の
遵
守
レ
ベ
ル
に
関
す
る
調

整
は
行
わ
れ
に
く
い
。
地
域
性
や
各
国
法
制
度
・

行
政
能
力
格
差
を
認
め
な
が
ら
も
、
Ｔ
Ｆ
ぐ
る
み

で
国
際
基
準
を
一
律
適
用
す
る
形
式
を
採
用
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
基
準
で
あ
る
四
○
＋
九

勧
告
の
普
遍
化
は
Ｔ
Ｆ
を
通
じ
て
実
現
し
つ
つ
あ

る
と
も
言
え
る
が
、
そ
の
履
行
に
は
、
各
国
監
督

機
関
の
不
断
の
努
力
と
相
互
協
力
が
不
可
欠
で
あ

る
。
本
稿
の
最
後
に
、
財
政
・
人
材
上
の
制
約
が

強
い
途
上
国
の
観
点
か
ら
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
型
法
制
改

革
の
課
題
を
ま
と
め
る
。

第
一
に
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
負
う
機
能
の
限
界
で
あ

る
。
経
済
犯
罪
を
知
悉
す
る
人
材
の
確
保
・
養
成

は
途
上
国
側
の
最
大
課
題
で
あ
る
が
、
金
融
監
督
、

違
法
資
産
の
凍
結
か
ら
捜
査
と
立
件
、
判
決
に
至

る
ま
で
の
実
効
性
確
保
は
各
専
門
国
際
機
関
や
Ｔ

Ｆ
の
管
轄
と
さ
れ
、
技
術
援
助
や
研
修
等
の
積
極

的
な
調
整
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
目

的
は
勧
告
の
改
定
と
普
遍
化
で
あ
る
た
め
、
必
ず

し
も
実
行
組
織
の
関
連
国
際
機
関
全
て
に
加
盟
し

て
い
な
い
途
上
国
に
と
っ
て
、
他
の
外
部
支
援
を

得
ら
れ
る
か
否
か
が
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
要
請
の
履
行

可
能
性
を
大
き
く
左
右
す
る
。

第
二
に
、
四
○
勧
告
の
目
的
に
も
あ
る
「
世
界

的
な
三
大
悪
」（
テ
ロ
リ
ズ
ム
・
汚
職
及
び
腐
敗

・
虚
偽
報
告
）
の
取
締
り
に
は
、
広
義
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
向
上
が
不
可
欠
で
あ
る
。
法
規
が
整
備
さ
れ

て
も
執
行
さ
れ
な
け
れ
ば
国
際
基
準
の
普
遍
化
も

実
効
性
を
伴
わ
な
い
が
、
現
状
の
国
際
的
枠
組
み

で
は
有
効
な
手
段
を
見
出
せ
て
い
な
い
。
な
お
、

勧
告
の
目
的
に
明
記
し
て
は
い
る
が
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

は
現
在
ま
で
、
汚
職
や
腐
敗
の
削
減
・
解
消
を
積

極
的
に
取
り
上
げ
て
い
な
い
。

第
三
に
、
各
種
評
価
や
相
互
監
視
手
段
に
お
け

る
客
観
性
維
持
の
問
題
が
あ
る
。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
評

価
シ
ス
テ
ム
と
Ｉ
Ｍ
Ｆ
・
世
銀
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の

整
合
性
や
、
共
に
「
相
応
の
Ｍ
Ｌ
規
制
枠
組
み
を

国
内
に
構
築
済
み
で
あ
る
か
、
改
革
を
著
し
く
進

捗
さ
せ
た
実
効
的
な
Ｆ
Ｉ
Ｕ
で
あ
る
」
こ
と
を
要

求
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
と
エ
グ
モ
ン
ト
・
グ
ル
ー
プ
へ

の
加
盟
条
件
な
ど
、
関
連
機
関
間
で
調
整
す
べ
き

点
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
調

整
機
能
を
負
う
意
思
が
あ
る
か
は
明
確
に
な
っ
て

い
な
い
。

Ｍ
Ｌ
規
制
の
よ
う
に
、
複
数
の
監
督
行
政
の
協

調
を
必
要
と
す
る
複
合
的
な
課
題
に
は
、
今
後
も

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
型
の
国
際
基
準
制
定
と
法
制
改
革
枠
組

み
が
形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
間

接
的
に
履
行
を
強
く
要
求
さ
れ
る
途
上
国
が
抱
え

る
人
材
・
知
識
・
財
源
制
約
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。

設
立
後
一
○
年
に
満
た
な
い
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
体
制
が
、

枠
組
み
内
で
彼
等
の
要
請
を
実
現
す
る
機
能
を
備

え
た
時
、
初
め
て
国
際
社
会
に
お
け
る
経
済
法
制

改
革
の
一
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
。

（
か 

し
わ
ば
ら　

ち
え
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

開
発
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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